
〔別紙２〕 

 

診療リネン等洗濯業務特記仕様書 

 

１ 業務内容 

(1) 病院が所有する診療に要するリネン等について、次のとおり洗濯業務を行うこと。 

(2) 洗濯物の回収及び納品は、別表に基づき、所定日時に所定場所で行うこと。 

   場所等の変更は、病院と協議のうえ決定する。 

(3) 洗濯物の種類、材質に応じた適切な方法により、洗濯、仕上げ（柔軟剤、糊付、及 

  びプレス）を行うこと。仕上げについては、病院の希望に対し、柔軟に対応すること。 

洗濯物の種類は、〔参考資料〕のとおりとする。 

なお、診療環境の様々な変化によって、種類を追加、削除する可能性があるので留

意すること。変更については、病院と協議のうえ決定する。 

 (4) 診療リネン等の損傷の補修を可能な限り行うこと。 

 

２ 注意事項 

 (1) 運搬 

運搬時は、患者及びその周辺に注意を払うこと。 

 (2) 取扱い 

各所属の指示に従うこと。 

 (3) 年末年始の対応 

病院と協議のうえ決定することとする。 

    


